
　①　気兼ねなく職員に話しかけることが出来ますか
　②　相談ごとなど、親身になって話をきいてもらっていますか
　③　職員の言葉遣いは適切ですか
　④　健康状態への配慮は適切に行われていますか
　⑤　抑制や拘束はありますか
　⑥　希望や個性に配慮されていますか（行事、理美容の希望、買い物支援、入浴時間など）
　⑦　施設内は快適な生活を送れる環境ですか（採光や臭い、居室以外の場所、酒やタバコなど）
　⑧　感染予防など衛生面に配慮されていますか
　⑨　季節に配慮した食事が提供されていますか
　⑩　施設に起こる災害ではどんなことが心配ですか（自由記述）
・介護保険サービス利用者
　①　サービス内容は定期的にありますか
　②　サービス内容の要望や相談は伝えやすかったですか
　③　苦情受付窓口についてご存知ですか
🌸 苦情受付は　事務所内に居ります「生活相談員」「ケアマネージャー」で、解決責任者は「施設⾧」です
🌸 各項目の約1割弱の方が「いいえ」や「不明」の答えがありました、何か気になるところがありましたらご相談ください。
全員が「出来ている」の項目は⑧で、手洗いうがいの徹底は、来園される皆さまにも一人ずつに声を掛けさせて
頂きました。ご協力に感謝いたします。

ご質問があった中から抜粋にてご返答します
Q 居室のアンペアが低い、今どき何でも電気を必要としています。
A 昭和60年の建物で、現在居室は３ｱﾝﾍﾟｱです。対応できる範囲以内で今まで通りお願いします。
また、このたび各階の談話室にはエアコンを設置し、除湿した環境を作り　暑さや寒さにも対応できるように

Q 冬期、養護からの坂が凍るのでロードヒーティングにできませんか。シャトルバスへの道も危険です。
A 養護だけの予算では難しく、まずは道路のデコボコの補修工事を致すことになりました
安全に通れるよう除雪や砂、シャトルバスに安全に乗車できるよう確保してまいります

Q 災害では”火事・山崩れ・地震・・”心配は尽きませんが皆さんのご心配な声をいただきました。
A 災害に関しましては、当施設の立地条件からも土砂災害や、山崩れ等について心配や不安に思われることはやむを得ないことと
思いますが、札幌市発行の土砂災害のハザードマップ（警戒区域）の上では、当施設は危険地帯には入っていないようです。
ただ、今の時代は何が起きるかわからない状況で、ありえない災害に巻き込まれてしまうケースもあることから、当施設におきまして
も入居者様の安全を第一に考え、地震、火災を含むあらゆる災害に対応できるように訓練等を実施しておりますので、ご理解の
ほどよろしくお願いいたします。

アンケートへのご協力ありがとうございました。
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アンケートを終えて



　

ؙ湿度の高い日が続き、「蝦夷梅雨」も定番になってきました。ホームでも脱水や肺炎に気を付け、水分の摂取や湿度管理
の声掛けをさせていただいております。また、自室に置かれる食料品類についてですが、保冷剤など使用されている方も多
いのですが、冷蔵庫内に入る量で管理してください。もちろん物のやり取りは禁止させていただいています、今一度ご注意
ください。

法人理念の改定がありました

　「共生」の意味するものは、人・個人・地域社会全体
との横のつながりだけでなく、過去から現在、そして未
来へつながっている　”いのち”という縦のつながりも
大切にすることであり、より伝わりやすくするために
「すべてのいのちに寄り添い、共に生き続ける」と表現
することとしました。今後も新しい理念のもと、社会動
向や取り巻く環境変化に対応しつつ、入居者様と共に過
ごしてまいります。

　７月は保険証類など変わり目ですね、各種郵便物が届いておりますので、ご確認ください。収入申告を提出し、7月からの階層
及び費用徴収額の書類も届きました。来年に向け医療領収書や必要経費の領収書は大切に保管されるようお願いします。ご不
明な点は、生活相談員に問い合わせください。

入居費決定通知 各種保険証、保険料のこと

平成30年度決算報告

※写真掲載はお名前など個人が分からないように努めて

おりますが、気になる方はお申し出ください。入居者様

には掲載許可を得ております。

編集後記 このたび養護アンケートを身元引受人様にご依頼しました。来園された時の疑問などの記載があったり、多くのご意見をいただき

ました。回答の時期が遅くなりましたことお詫びします。日々気になる様な事がありましたら、個別に対応させていただきますので相談員までご

連絡ください。そしてこのたび、法人内異動の時期が7月になり、「生活相談員の柿沼」、「介護職員の阿部」が異動になり、別部署でお会

いしました時にはお声掛けくださいませ。また、異動してきた「生活相談員の山本一貴」「介護職員の角千佳子」「事務員の大橋いつか」も、

よろしくお願いいたします。 秋桜たより編集


